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　白河市自治基本条例素案中間とりまとめのうち、
これからの白河市のまちづくりにおける基本理念や
基本原則の部分について、抜粋して紹介します。
※詳しい内容は、市ホームページに掲載されていま
　す。
◦自治基本条例に込めた願い（前文）
◇市民や市議会、市等、白河市のまちづくりの主体

となる者の間に信頼関係を紡ぎ出し、共に考え、
助け合ってまちづくりを進めていきます。

◇白河市の歴史・文化や自然等、地域の資源を活
かしたまちづくりを推進し、「市民が共に楽しむ」、
即ち「市民共楽のまち白河」を築き、次世代へと
引き継いでいきます。

◇東日本大震災からの復興に力を注ぎます。
◦まちづくりの基本理念
①市民が望む地域社会の実現を目指し、市民、市議

会及び市等、まちづくりに関わる各主体が一体と
なってまちづくりに取り組みます。

②歴史、伝統、文化、自然等、本市の恵まれた地域
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▲第14回市民会議の様子

条例素案の完成に向けて活動中！

白河市自治基本条例を考える市民会議活動中／白河市自治基本条例素案中間とりまとめの紹介

■白河市自治基本条例素案中間とりまとめの紹介

資源を活かしたまちづくりを目指します。
③子どもからお年寄りまで安全で安心して暮らせる

まちづくりを目指します。
④地域のつながりと支え合いによる「絆

きずな

」を育むま
ちづくりを目指します。
◦まちづくりの基本原則
①市民、市議会及び市等、まちづくりに関わる各主

体は、相互にまちづくりに関する情報を提供し、
共有することを原則とします。→情報共有

②市民参画の機会を平等に保障します。→市民参画
③地域の公共的課題の解決に当たっては、市民、市

議会及び市等、まちづくりに関わる各主体が、お
互いの役割や特性を尊重しながら、自ら出来るこ
とは自らが行うことを基本として、世代間や地域
間で助け合い、連携・協力します。→協働

④市民参画と協働の必要性を、市民、市議会及び市
等、まちづくりに関わる各主体が、それぞれ理解
していきます。→意識改革

アナログテレビ放送終了まで、残りわずかです

3月31日㈯、地上デジタルテレビ放送に完全移行します

　東日本大震災の影響で、特に被害が大きかった岩手県、宮城県、福島県の３県にお
いては、アナログテレビ放送の終了が延期されてきましたが、３月31日をもって地
上デジタルテレビ放送に完全移行します。

　地上デジタルテレビ放送を視聴するには、次の準
備が必要です。
◇地上デジタルテレビ放送対応のテレビを設置する
◇現在お持ちのアナログテレビに地上デジタルチュ
　ーナーを付け加える
　まだ、地上デジタルテレビ放送を視聴できる環境
が整っていない方は、お早めに準備をお願いします。

　デジサポ福島では地上デジタルテレビ放送の準備
が済んでいない方の相談に応じるため、「地デジ臨時
相談コーナー」を設置します。
　このコーナーでは、地上デジタルテレビ放送に関
する受信相談や各種支援制度の申請などの説明も行
います。なお、事前申し込みは不要です

　また、市ではこれまで難視聴地（地形等
の影響により、地上デジタルテレビ放送を
受信することが困難な地域）の把握と解消
に努めてきました。視聴できる環境が整っ
ているにもかかわらず、地上デジタルテレ
ビ放送を受信できない方は、デジサポ福島まで早急に
ご連絡ください。

今月のお題は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　 です。「地上デジタルテレビ放送への移行」

【問い合わせ先】
　デジサポ福島☎024-505-1010

地上デジタルテレビ放送へ向けて

相談コーナvーを設置します

地デジ臨時相談コーナー
《会場：市役所１階ロビー》

《会場：マイタウン白河２階ロビー（本町）》

⃝開催期間　２月13日㈪～４月27日㈮  ※平日のみ
⃝開催時間　午前10時～正午／午後１時～４時

⃝開 催 日　３月３日㈯・10日㈯・17日㈯・18日   
　　　　　　 ㈰・ 20日㈷・24日㈯・25日㈰・31
　　　　　　 日㈯、４月１日㈰・７日㈯・８日㈰
⃝開催時間　午前10時～午後４時

地上デジタルテレビ放
送に関してお困りの事
などがありましたらご
相談ください。


